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は じめ に

近 年,ド イ ツ近 世 史 を,16世 紀 前 半 の宗 教 改 革 に注 目す る だ けで は な く,

宗教 改革 を起 点 とす る 「宗 派 の 時代 」(daskonfessionelleZeitalter)と して,16

世紀 か ら17世 紀 半 ば にい た る長 い スパ ンで捉 え よ う とす る傾 向が 顕著 で あ る。

ル ター に よって1517年 に宗 教 改 革 の火 蓋 が 切 られ る まで,ヨ ー ロ ッパ ・キ リ

ス ト教 社 会 に お け る,正 統 派教 会 は カ トリ ッ ク教 会 唯 一 つ で あ っ た。 宗 教 改

革 は こ の状 況 に終 止 符 を打 ち,キ リス ト教 世 界 に複 数 の教 会,つ ま り宗 派 を

生 み 出す こ とに な っ た 。 カ トリ ック に対 抗 す る最 初 の プ ロテ ス タ ン ト宗 派 と

して 誕生 す る ル ター派 が 正 統 宗 派(正 統教会)と して承 認 され るの は,周 知 の

よ うに,1555年 の 「ア ウ クス ブ ル クの宗 教 和 議 」 の と きで あ り,カ ル ヴ ァ ン

派 が 二 番 目の プ ロ テ ス タ ン ト宗 派 と して 公 認 され る の は,三 十 年 戦 争 を終 結

させ た1648年 の ウ ェス トフ ァリア条 約 の と きで あ る。

これ らの プ ロ テ ス タ ン ト宗 派 は,成 立 ま もな い時 期 か ら,そ れ を カ トリ ッ

ク に代 え て受 け い れ た 世俗 権 力 と結 びつ き(国 家教会),近 世 の 国家 と社 会 の

形成 に重 要 な役 割 を果 た して い っ た の で あ る。 こ の宗 派 の 時代 に,各 宗 派 が

それ ぞ れ の信 仰 告 白(Bekenntnis/Konfession)を は じめ て公 に した のが,1530

年 の ア ウ クス ブ ル クの 帝 国議 会 で あ っ た。 信 仰 告 白 とは各 宗 派 の信 仰 の基 本

的 な考 え 方 を表 す 文 書 であ る と同 時 に,国 家 教 会 の 形 成 を通 じて教 会 と結 び
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つ い た ヨー ロ ッパ 近 世 国家 の一 つ の法 的基 盤 で もあ った(1)。

当時 の ドイ ツ(神 聖ローマ帝国)は,諸 侯 の支 配 す る領 邦 国 家 と,皇 帝 に直

属 す る帝 国都 市 とか ら成 っ て い た が,1530年 に はす で に い くつ か の領 邦 国家

と帝 国都 市 は公 式 に宗教 改革 を導入 し,「 福 音 派 」(プ ロテス タン ト,宗 教改革派)

に な っ て い た。 この 帝 国議 会 で皇 帝 カー ル5世 が 冒頭 か ら宗 教 改 革 を禁 止 す

る態 度 で 臨 む と,こ れ らの福 音 派 諸 都 市 ・諸 領 邦 は,皇 帝 に 自分 た ち の信 仰

告 白 を提 出 して 弁 明 を行 っ た。 当 時,福 音 派 は ドイ ツか らス イ ス に まで広 が

って い た が,福 音 派 の 内部 に も宗 派 が あ り,北 ドイ ツ を 中心 とす るル ター 派

とス イス を中 心 とす る ツヴ ィ ン グ リ派 が 主 な もの で あ っ た 。 ツ ヴ ィ ング リ派

はそ れ 自体 一 枚 岩 で は な く,西 南 ドイ ツの ッ ヴ ィ ング リ派諸 都 市 は,ツ ヴ ィ

ング リ派 の本 家 で あ る ス イ ス ・ツ ヴ ィ ング リ派 と は異 な る独 自 の一 派 を形 成

しつ つ あ った。 福 音 派 各 派 は ル ターの 改 革 理 念(信 仰義認,万 人司祭主義,聖 書

主義等)は 共有 しなが ら も,微 妙 に異 な る信 条 を掲 げて い た。 その 違 い は,後

述 す る よ うに,と くに聖餐 論 をめ ぐる 問題 に現 れ た。

と もか くこの 帝 国議 会 で,上 記 の福 音 派 三 派 はそ れ ぞ れ 独 自の信 仰 告 白 を

皇 帝 に提 出 し た 。 す な わ ち,ル タ ー 派 は 『ア ウ ク ス ブ ル ク の 信 仰 告 白 』

(ConfessioAugustana),ス イス ・ツ ヴ ィ ング リ派 は宗教 改 革 者 ツ ヴ ィ ング リの

手 に な る 『信 仰 の弁 明』(FideiRatio),西 南 ドイ ツ ・ツ ヴ ィ ング リ派諸 都 市 は

『四都 市 信 仰 告 白』(ConfessioTetrapolitana)で あ る(2)。 しか しそ の後 福 音 派

を と りま く状 況 の変 化(と くに皇帝側か らの圧力 と懐柔な ど)に よ り,上 記 三 派

の うち西 南 ドイ ッ諸都 市 は,16世 紀 半 ば に か け て,ツ ヴ ィ ング リ派 か らル タ

ー派 に移 って い った 。 この西 南 ドイ ツ諸 都 市 の一 つ が帝 国都 市 ウ ル ムで あ る。

ウル ム は シ ュ トラー ス ブ ル ク と と もに,西 南 ドイ ツ福 音 派 の 主 導 的役 割 を果

た した都 市 で あ る。

筆 者 は これ まで の研 究 で,ウ ル ム の宗教 改 革 の過 程 を考 察 して きた 。 まず

ウル ム の宗教 改 革導 入 の 過程 を分析 し(3),つ ぎに宗教 改 革導 入 後 の教 会 改 革

を考 察す る た め,ア ウ クス ブ ル クの 帝 国議 会 の翌 年(1531年)に ウル ムが 独 自

に作 成 した信 仰 告 白 『十八 の信 仰箇 条』(18Artike1)の 内容 を分 析 して,そ の
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ツ ヴ ィ ング リ派 と して の特徴 を確 認 した(4)。 本稿 は この時期 に続 くウル ム の

動 き を扱 う もの で あ る。 この 時 期 の ウル ム に起 きた 大 きな 出来 事 は,以 下 に

述 べ る 『ヴ ィ ッテ ンベ ル クー 致信 条 』(WittenbergerKonkordie/以 下,『-i致 信条』

と略記)へ の署 名 で あ る。

ル ター派 とツ ヴ ィ ング リ派 は1520年 代 半 ば か ら教 義 上 の対 立 を引 きず っ て

お り,そ の解 決 が 懸 案 とな っ て い た 。 そ の結 果 ル ター 派 と西 南 ドイ ッ ・ッ ヴ

ィ ング リ派 諸都 市 の妥 協 と して1536年 に成 立 した のが,ド イ ツ福 音 派 の統 一・

信 仰 告 白 『ヴ ィ ッテ ンベ ル クー・致 信 条』 で あ る。 この 『0致 信 条 』 を通 じて

全 ドイ ッ福 音 派 の教 義 上 の 統 一 が 実 現 し,福 音 派 に よ る一 つ の教 会 共 同体 が

成 立 した とい われ て い る(5)。 しか し実 の とこ ろ,こ の 『一致 信 条 』 は,両 派

の歩 み寄 りとい う よ り も,西 南 ドイ ツ諸 都 市 の ツ ヴ ィ ング リ派 の神 学 者 た ち

が,ル ター派 に受 け入 れ られ る信 仰 告 白(特 に聖餐論をめ ぐる部分)を 提 示 し,

自 ら妥協 の姿 勢 を示 す とい う形 で成 立 した もので あ る(6)。 これ は,西 南 ドイ

ツ ・ツ ヴ ィ ン グ リ派 諸都 市 が ル ター派 へ 転 換 した こ とを意 味 す る の で あ ろ う

か。 ウル ム に 関 して は,こ の 「一 致 信 条 』 へ の署 名 に よ っ て,ウ ル ム は ル タ

ー派 へ 転換 し,ま た この転 換 の 立役 者 は,「0致 信 条 』 の成 立 に最 も深 く関 わ

っ た ウル ム の 「ル タ,_._..派」 神 学 者 マ ル テ ィ ン ・ブ レヒ トで あ る,と い う こ と

が しば しば言 わ れ て きた(7)。

筆 者 は以 下 で,『 一 致信 条 』 成 立 の過 程 を再 検 討 し,ウ ル ム の宗 派 変 更 は

『一致 信 条』 の時 期 に は起 きて い な い こ と,ま た ウ ルム の宗 派 変 更 に中心 的役

割 を果 た した ブ レ ヒ トは ル ター派 で は な く,む しろ ツ ヴ ィ ング リ派 に近 い 立

場 にい た こ とを示 した い。 そ の た め に,こ の 時期 に交 わ され た 関係 者 の種 々

の手 紙 お よび諸 会議 の記 録 等 を手 が か りに,『0致 信 条 』成 立 をめ ぐる ウル ム

の 聖 職 者(教 会)と 市 当局(国 家)の 取 り組 み を明 らか に した い 。 そ こか ら,

ツ ヴ ィ ング リ派 か らル ター派 へ 「転 換 」 した と され る時 期 に お い て も,ウ ル

ム は基 本 的 に は依 然 ツヴ ィ ン グ リ派 の立 場 を守 っ て い た こ と,又 この 宗 派 問

題 に対 す る聖 職 者 と市 当局 の取 り組 み方 に どん な齪 齢 が あ っ た か を考 察 して

み たい 。
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1.『 十 八 の 信仰 箇 条 』 と 『ヴ ィ ッテ ンベ ル クー致 信 条 』

まず 本 章 で は,『 十 八 の信 仰 箇 条』 と 『一 致信 条』 の 成 立 の事 情,及 び これ

らの 内容 の宗 派 的特 徴 を明 らか にす る。

ウル ムで は,1530年11月 に市 民 の選挙 に よっ て宗教 改 革 の 導入 が決 定 され,

これ を もって正 式 に ッ ヴ ィ ン グ リ派 都 市 とな った 。 そ の後1531年6月 に公布

され た信 仰告 白が 『十 八 の信 仰 箇 条 』 で あ る(8)。 これ を作 成 した の は,ウ ル

ム 及 び ウ ル ム市 当局 が 招 い た西 南 ドイ ツ ・ス イ スの ツ ヴ ィ ン グ リ派 の3都 市

(シュ トラースブルク,コ ンス タンッ,バ ーゼル)の 神 学 者 た ち で あ る。 これ ら4

人 の神 学 者 は,ウ ル ム が コ ンラ ッ ド ・ザ ム,以 下,上 記 都 市 順 に,ブ ツ ァー,

ブ ラ ー ラー,エ コ ラ ンパ デ イ ウ ス で あ る。 こ の信 仰 告 白 に は,福 音 主 義 信

仰 ・教 会 ・礼 典 ・礼 拝 ・キ リス ト教 的 諸 習慣 ・統 治 権 力 につ い て 書 か れ て お

り,そ の後 の ウル ムの教 会 改革 の指針 とな る もの で あ った(9)。

こ の6年 後 に上 述 の 『一 致 信 条 』 が 成 立 す る の で あ るが,そ の背 景 に は,

当 時 の ドイ ッ 内 で福 音 派 の領 邦 と都 市 が お か れ て い た複 雑 な政 治 的 ・神 学 的

事 情 が あ っ た。福 音 派 諸都 市 ・諸 領 邦 は,1531年2月 に シ ュマ ル カル デ ン同

盟 を成 立 させ た。 これ は,皇 帝 を頂 点 とす る カ トリ ック勢 力 に対 抗 す るた め

の 防衛 同盟 で あ る。 しか し,そ の 後 皇 帝 が福 音 派 に対 し,ッ ヴ ィ ン グ リ派 を

除外 して ル ター派 とな らば和 を結 ぶ とい う条 件 で,福 音 派 に対 す る懐 柔 を試

み る と,ウ ル ム な ど西 南 ドイ ツ ・ツ ヴ ィ ン グ リ派 諸 都 市 は 不 本 意 な が ら,

1532年4月,ル ター派 信 仰 告 白 で あ る 『ア ウ クス ブル クの信 仰 告 白』 と 『信

仰 告 白 の弁 明(10)』(Apologiaconfessionis)に 署 名 した(シ ュヴァインフル トの同

盟会議)。 この 結 果,同 年7月 に皇 帝 と福 音 派 の 問 に妥 協 が成 立 した の で あ る

(「ニュルンベルクの和解」)。

しか しこれ は,西 南 ドイ ツ諸 都 市 が ル ター 派信 仰 告 白 を受 け入 れ た こ と を

意 味す るだ けで,従 来 の ツ ヴ ィ ン グ リ派 の信 仰 告 白 を放 棄 した とい う こ とで

は な い 。 この こ と は,こ の 会 議 で 西 南 ドイ ッ 諸 都 市 の 代 表 が,自 分 た ち の

「信 仰 告 白 とと もに,諸 侯(ル ター派)の 信 仰告 自(rア ウクスブルクの信仰告白』)
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を告 白 し,受 け入 れ る(11)」(括 弧内,筆 者)と 表 明 して い る こ とか らも うか が

え るの で あ る。 と ころ が,そ の 後,福 音 派 同盟 の リー ダー で あ った ザ クセ ン

選 帝侯 が,「 ル ター派 とのみ和 平 を結 ぶ」 とい う皇 帝 の意 向 に沿 うべ く,西 南

ドイ ツ ・ツ ヴ ィ ング リ派 諸 都 市 との 同盟 を延 長 す る こ とや,新 た な西 南 ドイ

ツ ・ツ ヴ ィ ング リ派 都 市 が シュ マ ル カル デ ン同盟 に加 わ る こ と に対 して 難 色

を示 し始 め た ので あ っ た(12)。

この 問 題 の背 後 に あ る ル ター 派 と ツ ヴ ィ ング リ派 の 間 の宗 派 的対 立 は,上

述 の よ う にす で に1520年 代 半 ば か ら存 在 し,両 派 の教 義 的統 合 の 試 み は,

1528年 の マ ー ル ブ ル ク で の会 談 か ら始 まっ て い た。 しか し,明 確 な妥 協 には

な お 障 害 が あ った 。 そ れ は 「聖 餐 論 」 で あ る。 つ ま り聖 餐 に お い て,キ リス

トは どの よ うな 仕 方 で そ こ に存 在 す るか,と い う解 釈 の 問 題 で あ っ た。 上 述

の ア ウ クス ブ ル クの 帝 国 議 会 で 提 出 され た,福 音 派 の3つ の 信 仰 告 白 の考 え

方 は,こ の問 題 につ いて そ れぞ れ異 な って い た ので あ る。

西 南 ドイ ツ福 音派 諸都 市 は,シ ュ マ ル カル デ ン同 盟 を延 長 す べ く,ま た教

義 上 の対 立 を克服 す べ く,積 極 的 な活 動 を展 開 して ゆ く。 この努 力 は最 終 的

にザ クセ ン選帝 侯 とル ター とを動 か し,1535年12月,以 後10年 の 同盟 の延 長

と,ア ウ クス ブ ル ク を は じめ とす る新 た な西 南 ドイ ツ ・ツ ヴ ィ ング リ派 都 市

の加 盟 が承 認 され,翌1536年5月 に,『 ヴ ィ ッテ ンベ ル クー 致信 条 』 が,ド イ

ッ福 音 派 の神 学 者 た ち に よっ て署 名 され た で あ る。 この 日の 署 名 に は,も ち

ろ ん ウル ムの神 学 者 も加 わ っ てい る。

で は 『一 致 信 条』 の成 立 に よ って,ウ ル ム の教 義 的 立場 は,1531年 の 『十

八 の信 仰 箇 条 』 か ら どの よ うに 変 わ った の だ ろ うか 。 「十 八 の 信 仰 箇 条 』 と

『一・致 信 条 』 の 内容 を を比 較 してみ たい。

1)『 十 八 の信 仰 箇条 』

宗派 間 の教 義 的統 一 を阻 む最 大 の争 点 は聖餐 論 で あ っ た。『十 八 の信 仰 箇 条 』

で 聖 餐 論 を扱 うの は第6条 で あ る。 ここ に は,ま ず 以 下 の よ うに記 され て い

る。 「キ リス トの 聖餐 を,キ リス トの 記念 の ため に(zuseinergedechtnul3),そ
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して,キ リス トの死 を告知 し,永 遠 の命 の た め に,魂 が キ リス トのか らだ と

血 を食 し,す な わ ち,真 の キ リス ト者 の 生 活 に お い て 強 め られ 成 長 す る た め

に,執 り行 うべ きで あ る(13)」。 この箇 条 の 冒頭 に 「キ リス トの 記念 の ため に」

とあ るが,聖 餐 をキ リス トの 「記 念 」 と と らえ る見 方 は ツ ヴ ィ ング リの 聖 餐

論 で あ る。 ツ ヴ ィ ング リは,1523年 に チ ュー リヒで公 布 され た 『六 十 七箇 条 』

にお い て,聖 餐(ミ サ)を 次 の よ うに定 義 して い る 。 「ミサ は犠 牲 で は な く,

(キリス トの)犠 牲 の記 念,キ リス トが私 た ちに対 し提 供 された救 い の保 証 で あ

る(14)」(括 弧内筆者)。

さ らに,第6条 に は 「キ リス トの か らだ と血 」 を食 す の は 「魂 」,と あ る。

聖 餐 を 「魂 の 食事 」 と捉 え るの も また,ツ ヴ ィ ング リの聖 餐 論 で あ る(15)。 し

たが って,ッ ヴ ィ ング リ派都 市 と して宗教 改 革 を導 入 した ウ ル ムの聖 餐 論 は,

当然 の こ となが ら,第 一 にツ ヴ ィ ング リの 立場 に た って い る とい え よ う。

だが 一・方 で,「 キ リス トの か らだ と血 を食 し」 とい う表現 に,ル ター 派へ の

接 近 が み られ る。 ル ター派 信 仰 告 白 『ア ウ クス ブ ル クの 信 仰 告 白』 は,聖 餐

をつ ぎの よ うに表 現 して い る。 「キ リス トの真 の か らだ と血 は,聖 餐 にお け る

パ ン とぶ ど う酒 の 形 の 下 で現 在 し(gegenwartig),そ こで分 け与 え られ,受 け

取 られ る(16)」。 ル ター の聖 餐 論 の 中心 は,キ リス トの か らだ と血 の 「真 の 実

在(Realprasenz)(17)」 で あ る。 す なわ ち,聖 餐 にお け るパ ンとぶ どう酒 の 中

にキ リス トの か らだ と血 は実 際 に存 在 して お り,聖 餐 に加 わ る者 は,パ ン と

ぶ ど う酒 を食 す る こ とに よっ て,キ リス トの か らだ と血 を真 に食 す る の で あ

る。

この よ うに,ウ ル ム の 『十 八 の信 仰 箇 条 』 の聖餐 論 は,「 キ リス トの か らだ

と血 を食 す る」 の は 「魂 」 とす る ツ ヴ ィ ング リ主 義 の 立 場 に 立 ち なが ら も,

ル ター派 的聖 餐解 釈 に も一・定 の接 近 を示 して い るので あ る。

と こ ろで 『十 八 の信 仰 箇 条 』 に は,世 俗 権 力 に 関す る箇 条 が あ る。 これ は

『一・致 信 条 』 に対 応 す る もの で は な いが,『 十 八 の信 仰 箇 条 』 が 改 革 の 当初 に

世 俗 権 力 をい か に 規 定 した か は,見 落 とす こ との で き ない 問題 で あ る の で,

この箇 条 を確 認 して お こ う。
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第16条 が世 俗 権 力 に関 す る箇 条 で あ る。 そ こ に は,ま ず 「すべ て の統 治権

力(6berkayten)は,神 に よ って た て られ た もの で あ る」 とあ る。 「そ れ ゆ え,

統 治 権 力 は,そ の 臣下 に真 に キ リス ト教 的 な教 えが 誠 実 に広 め られ,そ れ に

反 す る こ とが語 られ た り,行 われ た りす る こ とを排 除 す る とい う任 務 を果 た

さなけ れ ば な らな い(18)」。

この よ うな意 味 に お い て,ウ ル ム の統 治 権 力 は 「キ リス ト教 的統 治 権 力 」

で あ る。 そ の権 限 は,世 俗 の事 柄 だ けで な く,「 キ リス ト教 的 な教 え」 に 関 わ

る こ とに も及 び,そ れ を監 督 す る任 務 を も担 っ た の で あ る 。 これ も また ツ ヴ

ィ ング リ派特 有 の統 治権 力観 で あ る(19)。ウ ルム の統 治権 力 であ る市 参 事 会 は,

した が って,政 治 的 問題 のみ な らず,宗 教 的 問 題 にお け る最 高 の決 定機 関 と

して も,宗 派 の 時代 に対応 して ゆ くこ とに な る(20)。

2)『 ヴ ィッテ ンベ ル クー 致信 条 』

西 南 ドイ ツ ・ツヴ ィ ング リ派 都 市 で,『 一 致 信 条 』 の成 立 に む け て最 も活 躍

した の は,シ ュ トラー ス ブ ル クの神 学 者 ブ ツ ァー で あ っ た。1534年12月,コ

ンス タ ンッ に集 ま っ た西 南 ドイ ツ ・ッ ヴ ィ ング リ派 諸 都 市 の 神 学 者 た ち は,

ブ ッ ァー の提 案 す る,従 来 よ りもル タ.__.派に接 近 した 聖餐 解 釈 で 合 意 に至 っ

た。 そ の直 後,ブ ッ ァー は全 権 を委 ね られ,カ ッセ ル で ル ター 派 神 学 者 メ ラ

ン ヒ トン との 会 談 に臨 む の で あ る。 この結 論 を下敷 きに,1536年5月 に 開催

され た ヴ ィ ッテ ンベ ル クの神 学 者 会 談 が 実 現 す る。 こ こで西 南 ドイ ッ ・ッ ヴ

ィ ング リ派 諸都 市 の神 学 者 とル ター 派神 学 者 の 問で 成 立 した合 意 が,『 一 致 信

条 』 で あ る(21)。

『十八 の信 仰 箇 条 』 の聖 餐 論 に対 応 す る部 分 を見 て み よ う。 「一 致信 条』 は,

聖 餐 にお け る キ リス トのか らだ と血 の 「真 の 実 在 」 につ い て,次 の よ う に表

現 して い る。 「キ リス トの か らだ と血 は,パ ン とぶ ど う酒 と と もに(mit),実

際 に そ して本 質 的 に そ こにあ って,授 け られ,受 け取 られ る」。 これ は,ほ ぼ

『ア ウ クス ブル ク の信 仰 告 白』に したが っ た表現 にな って い る。聖餐 にお い て,

キ リス トの か らだ と血 は真 に受 け取 られ る の で あ る。 これ は,キ リス トの か
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らだ と血 の 「真 の 実 在 」 を認 め て い る。 す な わ ち ル ター 派 に大 き く接 近 した

表 現 にな って い る。 しか し,こ の こ とは,パ ンが キ リス トのか らだ そ の もの

で あ る こ とを意 味 して い な い。 こ こ に 『ア ウ クス ブ ル クの 信 仰 告 白』 との解

釈 の違 い が存 在 す る。 『ア ウ クス ブ ル クの 信 仰 告 白』 に あ る,「 キ リス トの真

の か らだ と血 は,聖 餐 にお け るパ ン とぶ ど う酒 の 形 の下 で(unter)現 在 し」

の 「下 で 」 は,キ リス トのか らだ と血 が,聖 餐 にお け るパ ン とぶ どう酒 そ の

もの で あ る こ と を意 味 して い る(22)。 一 方 『一致 信 条 』 で は 「下 で」 のか わ り

に 「と もに」 とい う表 現 が も ちい られ て い る。 これ は,パ ン とキ リス トのか

らだ は 同時 に そ こに あ って も,両 者 は 区別 が 可 能 で あ っ て,キ リス トの か ら

だ はパ ンそ の もの を意 味 しな い ので あ る。 『一・致 信 条 』 の 冒頭 に は,サ ク ラメ

ン ト(秘 蹟。 ここでは聖餐のこと)に は二 つ の もの,す な わ ち 「天 的 な もの」 と

「この世 的 な もの 」 が あ る,と い うた だ し書 きが な され て い るが,前 者 す な わ

ち キ リス トの か らだ と,後 者 す な わ ちパ ン は,あ くま で別 の もの と して 認識

され て い るの で あ る。 ここ に,ブ ツ ァー を は じめ とす る西 南 ドイ ツの解 釈 が

生 か され て い る(23)。 した が って,「 サ ク ラ メ ン ト的 な 一 致 」 に お い て の み

「パ ンは キ リス トの か らだ 」 な ので あ り,「 キ リス トの か らだ が場 所 的 に,す

な わ ち空 間的 にパ ンの 中 に含 まれ て い る」 とは認 め ない の で あ る。 ル ター の,

「キ リス トの か らだ は真 に,パ ンの 中 でそ してパ ンと と もに食べ られ歯 で か み

砕 か れ る(24)」 とい う,パ ン とキ リス トのか らだ の空 間的,物 理 的0体 化 の主

張 とは,依 然 明確 に区別 され て い るの で あ る。

したが っ て,こ の表 現 は,西 南 ドイ ツ ・ツ ヴ ィ ン グ リ派 が,自 らの 基 本 的

な聖 餐 解 釈 を維 持 しつ つ も,ル タ ー派 の 承 認 を得 られ る ぎ り ぎ りの と ころ ま

で 譲 歩 した結 果 で あ り,そ の 意 味 で ル ター派 と も ツ ヴ ィ ング リ派 と も異 な る

独 自の聖 餐理 解 とい え よ う。

で は,こ の 『一 致 信 条 』 の 聖 餐 の規 定 は,ウ ル ム の 『十 八 の 信仰 箇 条 』 の

規 定 と どの よ うな 関係 にあ るだ ろ うか 。

『十 八 の信 仰箇 条 』 にお い て は,キ リス トの か らだ と血 は,魂 に よっ て食 さ

れ る の で あ って,実 在 と して は理 解 され て い な い 。 この こ とは,カ トリ ック
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の ミサ を批 判 す る箇 所 に,0層 明確 に表 現 され て い る。 司 祭 が ミサ にお い て,

「パ ンをキ リス トの か らだ に,ぶ ど う酒 をキ リス トの血 に変 化 させ る こ と,あ

る い は,キ リス トの か らだ と血 を,パ ン とぶ ど う酒 の 中 に入 れ る こ と」 は,

「恐 ろ し くお ぞ ま しい こ と(erschr・cklichengrewel)」 で あ り,そ の よ うに定 め

る こ とは,「 呪 うべ きは な は だ しい誤 りで あ る(25)」。 この 点 か らみ る か ぎ り,

聖餐 に お け るキ リス トの か らだ と血 の実 在 を認 め る 『一 致 信 条 』 は,『 十八 の

信 仰 箇 条 』 とか な りの距 離 を もっ て い る とい う印 象 を与 え る こ とは確 か で あ

ろ う。 しか し,上 述 の よう に,『 一 致信 条 』 で もキ リス トの か らだ は 「天 的 な

もの」 で あ り,空 間 的 にパ ンの 中 に実 在 す る もの で は ない の で あ る。 こ の 限

りで,『 一 致信 条 』 の 「実 在 」 は,『 十 八 の信 仰 箇 条 』 の 「魂 の 」飲 食 とい う

枠 組 み の内 部 に留 ま って い る とい え る。

2.ウ ル ム聖 職 者 と 『ヴ ィ ッテ ンベ ル クー 致 信 条 』

ウルムで1531年 に宗教改革が導入 されて以来,『 一致信条』が成立す る時期

にかけて ウルムの聖職 者の第 一人者 であ った のは,ザ ム とブ レヒ トであ る。

本章では,こ の2人 の宗 派的立場 と,『0致 信 条』成立 にむけての聖職者 の取

り組 みを明 らかに したい。

1)ザ ム の活 躍 とその影 響

ザ ム は1524年,ウ ル ム が まだ 宗教 改 革 を正 式 に導 入す る以 前 に,福 音 派 市

民 の要 求 に応 え るか た ちで,市 参事 会 か ら福 音 派 説 教 師 と して任 命 され た(26)。

ザ ム の任 命 に よ って,ウ ル ムの 福 音 派 運 動 は大 き く展 開 して ゆ く。 最 初 の説

教 に は,1万 人 の聴 衆 が集 ま った とい われ て い る(27)。

1524年 初 頭 の ウ ル ムの福 音 派 は,圧 倒 的 に ル ター派 の 影 響 の 下 にあ っ た。

しか し,ち ょ う どこ の 時期,チ ュー リヒで は ツ ヴ ィ ング リの も と に宗 教 改 革

が 進 行 して い た 。 こ のチ ュ ー リ ヒの宗 教 革命 を契 機 に ウ ル ム福 音 派 は ル ター

の本 拠 地 ヴ ィ ッテ ンベ ル ク よ りも地 理 的 に は るか に近 い チ ュ ー リ ヒ との 関係
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を深 めて い くこ とに なるの で あ る(28)。 この よう な転換 期 に福 音 派 説教 者 と し

て任 命 され たザ ムは,ッ ヴ ィ ング リ派 の説教 師 であ った。

ザ ムが 確 信 的 な ッヴ ィ ング リ主 義者 で あ る こ とは,す で に1526年 夏 の ザ ム

の説 教 に現 れ て い る。 この年 か らル ター と ツ ヴ ィ ング リの 問 で は,本 格 的 な

聖餐 論 争 が 始 ま っ てい た(29)。 この説 教 で ザ ム は,聖 餐 が 「感 謝 の表 明(_)

で あ り,記 念 」 以外 の な に もので もない こ とを主 張 す る。 さ らに,「 霊 的 な食

事」 で あ る こ とを繰 り返 し述 べ て い る(30)。 これ は,上 述 の よ うに,ツ ヴ ィ ン

グ リの聖 餐 論 に他 な らない 。 こ の年,ザ ム は さ らに 聖餐 につ い て 『慰 め の小

冊 子 』(Tr・stbiichlein)を 著 し,「 肉 は何 の役 に も立 た ない 」 と強調 して,聖 餐

にお け るパ ン とぶ ど う酒 の真 の実 在 を主張 す る ル ター の 聖 餐 論 を非 難 し,こ

れ を ツ ヴ ィ ング リに贈 っ た。 以後2人 の 交 流 は ッ ヴ ィ ング リが死 ぬ まで つ づ

く(31)。 この よ うに,ザ ムが ツ ヴ ィ ング リ との 関係 を しだ い に深 めて い くに と

もな っ て,ウ ル ムの福 音 派 で は1520年 代 後 半,ツ ヴ ィ ング リ派 が 定 着 して い

っ た(32)。

1530年 に宗教 改 革 が ウ ル ム に正 式 に導 入 され た後,ザ ム は福 音 派 説 教 師 と

して市 参事 会 か ら任 命 され,説 教 師 と して,市 民 に もっ と も影 響 力 を もつ 立

場 を引 き続 き受 け持 つ こ とに な る(33)。 ザ ムの影 響 力 の大 き さは,ザ ム の作 成

した教 理 問答 書(カ テキズム)に もみ る こ とが で きるだ ろ う。 これ は1528年 に

出版 され,『 青少 年 の キ リス ト教 教 育 』(Chris七litheUnterweisungderJugend)

とい う タ イ トル を もつ が,そ の 主 な 内容 は,信 仰,主 の祈 り,十 戒 につ い て

で あ る。 この カ テ キ ズ ム は,学 校 で子 供 の た め に用 い られ た だ けで は な く,

広 く教 会 にお け る信 徒 の 教 育 に も用 い られ,ウ ル ムの市 民 に福 音 主 義 信 仰 の

基 本 的 基盤 を あた え たの で あ る(34)。

2)フ レ ヒ トの 活 躍 と 『ヴ ィ ッテ ンベ ル クー 致信 条 』

ブ レヒ トは,ウ ル ム に宗教 改 革 が 導入 され た直 後 の1531年10月 に,説 教 者

と して で は な く,聖 書 を講 義 す る教 師 と して招 聰 され た。 ブ レヒ トはザ ムが

1533年 に死 ぬ まで,ザ ム の よ き協 力 者 で あ った 。 ザ ムの 死 後,ザ ムの 後 任 と
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して説教 者 とな り,以 後,ウ ル ム聖職 者 の 指導 的役 割 を担 うの で あ る(35)。

『一 致 信 条 』 成 立 にむ け て の聖 職 者 の取 り組 み は,も っ ぱ らブ レヒ トに よっ

て 進 め られ る こ とに な る。 この 経 緯 を追 い なが ら,ま ず ブ レヒ トの 宗 派 的 立

場 を確 認 してみ よ う。

ブ レ ヒ トが ウル ム に招 聰 され る前 の1531年,ル ター は,マ グデ ブル クの宗

教 改 革者 ア ム ス ドル フへ の8月26日 付 け の手 紙 で,以 下 の よ うに ウル ム の こ

とに触 れ て い る。 「ア ウ クス ブ ル クで は,サ タ ンが サ ク ラメ ン トの敵 の 中 を荒

れ狂 って い る。 ウル ムで もお な じこ とが起 こ って い る(36)」。 こ こに あ る 「サ

ク ラ メ ン トの 敵 」 とは ツ ヴ ィ ング リ派 の こ とを指 す もの で,こ の 時期 ウ ル ム

に い か に深 くツ ヴ ィ ング リ派 が 根 を張 っ て い た か とい う こ と と,西 南 ドイ

ツ ・ツ ヴ ィ ング リ派都 市 に対 す るル ターの 敵視 を示 して い る(37)。 ブ レヒ トは

この直 後 の10月 に ウル ム に招 聰 され る。 キ ル ンは この招 聰 が ザ ム の希 望 に基

づ い て い る こ と を指 摘 して い るが ,こ の後 の2人 の協 力 関係 を考 え て も,こ

の 時 期 の ブ レ ヒ トが,ザ ム と著 し く異 な る宗 派 的立 場 に あ った とは考 え に く

い0

1531年11月,バ ー ゼ ル の神 学 者 エ コ ラ ンパ デ ィウス が 死 ぬ と,ザ ム とフ1/

ヒ トは連 名 で,コ ンス タ ンツの神 学 者 ブ ラー ラ ー に,12月4日 付 け の手 紙 を

書 いて い る(38)。 こ こで2人 は エ コ ラ ンパ デ ィウス の死 を悼 み,ツ ヴ ィ ング リ

の 死(1531年10月)に つ いで,ま た ひ と りツ ヴ ィ ング リ派 神 学 者 を失 った こ と

に よ り,「 我 々の 党 派」 が ル ター の 聖餐 論 に組 み 込 まれ て しま う危 険性 を危 惧

して い る(39)。 そ して ブ ラー ラー に対 し,い か にル ター派 を説 得 す る こ とが で

きるか,意 見 を求 め て い る。 この 手 紙 は,2人 の連 名 な が ら,す べ て ブ レ ヒ

トに よっ て書 か れ た もの で あ る(40)。 したが って,こ の 時期 の ブ レヒ トは,完

全 に ツ ヴ ィ ング リ派 の立 場 とみ る こ とがで きるだ ろ う。

この後,上 述 の よ うに,同 盟 の延 長が あ や ぶ まれ る状 況 に 陥 る と,西 南 ド

イ ツの神 学者 た ち は シ ュ トラ ー ス ブ ル クの ブ ツ ァー を 中心 と して,聖 餐 論 の

積 極 的 な調 停 交 渉 を は じめ る。 こ れ をザ ム と ブ レ ヒ トは 支 持 し,ザ ム の 死

(1533年6月)後 も,ブ レ ヒ トはブ ッ ァー の この路線 を押 し進 め て ゆ く(41)。
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1533年2月20日 付 け の,ザ ム とブ レヒ トか らブ ラー ラ ーへ の 手紙 か らはs

ブ ツ ァー の調 停 が 始 ま った事 情 が うか が え る。 この手 紙 も また,ブ レヒ トに

よっ て書 か れ た もの で あ るが(42),こ こで は,ブ ツ ァー に よっ て,「 教 会 の 統

0に つ い て の対 話 」 が は じめ れ らた こ とが 記 され ,ブ ッ ァー が,敬 慶 か つ 適

切 な方 法 で聖 餐 論 の 一 致 へ と導 くこ と を期 待 して い る。 一 方 ル ター につ い て

は,「 反 対 意 見 す べ て に我 慢 の で きな い ル ター」 「名声 に突 き動 か され た ル タ

ー」 「い つ も血 気 盛 ん なル ター」 と,批 判 的 な評 言 が 散 見 し,し か も 「内 か ら

狂 気 の 火 をつ け よ う と して い る」 ル ター に対 して 「(我々の)主 張 を貫徹 しな

けれ ば な らな い」 と言 っ て い る。 そ して ブ ラー ラー に対 して,こ の問 題 に 関

す るブ ツ ァー との協 議 を要 請 して い る(43)。

ブ レヒ トの神 学 的 立 場 が ブ ツ ァー の 立場 と一 致 してい る こ とは,シ ュ トラ

ー一ス ブ ル クの市 長 シ ュ トル ム の手 紙 に明言 され て い る(1534年11月23日 付 けの

シュ トルムからウルム市長宛の手紙(44))。

この 直 後(1534年12月),カ ッセ ル で ブ ツ ァー と メ ラ ンヒ トンの 会 談 が 行 わ

れ た。 この会 談 は福 音 派 一 致 信 条 成 立 へ の見 通 しを大 き く切 り開 くが,ウ ル

ム の聖 職 者 は,1535年9月 に,そ の 見 通 しが0層 明確 に な っ た知 らせ を ア ウ

クス ブ ル クか ら受 け取 る と,ル ター に手 紙 を書 き,「 サ ク ラメ ン トの悲惨 な分

裂が 深 い悲 嘆 を もた ら した時期 」 が お わ る こ とに期 待 を よせ,「 真 の信 仰 と一

致」 をウル ム も享 受 で きる よ う,懇 願 して い る(45)。

こ の よ うに ブ レ ヒ トは,聖 餐 論 に 関す る ブ ツ ァー の調 停 を積 極 的 に推 進 し

た。 それ ばか りか,ツ ヴ ィ ング リ派 で あ る ス イ ス を 『一・致 信 条 』 に引 き入 れ

る た め,ブ ツ ァー と と もに努 力 して い る。 カ ッセ ル に お け る ブ ツ ァー とメ ラ

ン ヒ トンの合 意 の直 後 で あ る1535年1月 に,ブ レヒ トは ブ ラー ラー に宛 て た

手 紙 で,カ ッセ ル の合 意 が ス イ ス に受 け入 れ られ る様,ブ ツ ァーか ブ ラ ー ラ

ー が ス イ ス に働 きか け る よ う,希 望 して い る(46)。 この努 力 は,『0致 信 条 』

成 立 後 まで続 くの で あ る(47)。

な お フ1/ヒ トの 聖 餐 論 は,1549年 に ブ レ ヒ トが ウ ル ム を去 っ た 後(48),1554
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年10月19日 付 け の ヴ ェ ンデ ル ・シ ェ ンプ(49)宛 の手 紙 に,以 下 の よ う に明確

に表 明 され て い る。 パ ン とキ リス トのか らだ は,「 物 理 的,場 所 的 に」 は一体

化 して い ない。 しか し,「 サ ク ラ メ ン ト的 に」 一 体化 して い る。 そ して,キ リ

ス トの聖 餐 制 定 の 言 葉(「 取って食べ よ。 これはわた しのか らだである。」 「マ タイに

よる福音書」26=26)の 後 に,パ ンは もはや 「単 な る しる し」 で はな く,「 キ リス

トの現 在 す るか らだ の しる し」 で あ る,と 告 白す る(50)。

こ こ にあ る,パ ン とキ リス トのか らだ の 一体 性 が,物 理 的 な もので は な く,

あ くまで 「サ ク ラメ ン ト的」 な もの であ る とい う主 張 は,そ の ま ま 『一 致 信

条 』 の もの で あ り,ル ター の 聖 餐 理解 と明確 に一 線 を画 して い る。 しか も,

ツ ヴ ィ ング リの 主 張 で あ る,パ ンが 「単 な る しる し」 で あ る,と い う表 現 を

退 け なが らも,「 キ リス トの現 在 す るか らだ の」 の 「しる し」 で あ る,と 「し

る し」 とい う概 念 に こだ わ って い る。 これ は,ツ ヴ ィ ン グ リ的 聖餐 理 解 へ の

共感 をい まなお 表 明 して い る とみ る こ とが で きる。 これ らは,『 一致 信 条 』 に

あ らわれ た聖 餐 理解 と まった く一 致 す る もの で あ る とい え よ う。

ブ レ ヒ トは,こ の 手 紙 で,こ の よ うな 聖 餐 論 を,ヴ ィ ッ テ ンベ ル ク で の

『0致 信 条』 に よる妥協 の成 立 に い た る前 か ら もっ てい た と記 して い る。

以 上 の考 察 か ら,招 聰 当 時 はザ ム と同 じ ツ ヴ ィ ン グ リ派 の 立 場 に あ り,そ

の 後,シ ュマ ル カ ル デ ン同盟 延 長 に む け ての 交 渉 の過 程 で ,ブ ッ ァー と と も

に,ブ ツ ァー 的(西 南 ドイツ的)聖 餐 論へ と多 少 の 軌 道修 正 を した と結 論 づ け

られ る。 しか しこれ は,も との立 場 と大 き く異 な る もの で は な く,ス イス へ

の仲 間 意 識 は 『一 致 信 条 』 の 成 立 の過 程 を通 して,0貫 して変 化 す る こ と は

なか った。 ブ レヒ トの 立場 を 「ル ター派」 と捉 え る こ とはで きない。

で は この 間,ウ ル ムの市 当局 は,『 一致 信 条 』 成 立 にむ け て どの よ うな取 り

組 み を してい たの だ ろ うか。 この 問題 を次 章 で扱 っ てみ た い。

3.ウ ル ム市 当局 と 『ヴ ィ ッテ ンベル クー 致 信 条 』

宗 教 改 革 時代 の ウ ル ム の都 市 制 度 は,1397年 の 「誓 約 文書 」(Schw6rbrief)
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に も とつ い てお り,こ の制 度 は1548年 まで変 わ る こ とが なか っ た。 制 度 上 の

最 高 の統 治 機 関 は市 参事 会(Rat)で あ り,都 市 貴 族 とッ ン フ ト市 民 か ら構 成

され て い た 。 しか し実 際 には,16世 紀 前 半,政 治 的 ・宗 教 的案 件 を動 か して

い た の は,「 五 人委 員会 」(FlunfGeheimen)と 市 長 で あ った。 五 人委 員 会 は2

人 の都 市 貴 族 と3人 の ッ ン フ ト市 民 か ら成 り,外 交 に 関 わ る 緊急 な重 要 案件

を,市 参 事 会 に代 わ っ て 決定 す る権 限 を持 っ て い た 。2人 の 市 長 は,3人 の

都 市 貴 族 が 交 代 で互 選 され た が,そ の 中 で宗 教 改 革 時代 を一・貫 して,最 も活

躍 した の が ベ ル ンハ ル ト ・ベ ッセ ラー で あ る。 ベ ッセ ラ ー は,1514年 か ら

1538年 まで,市 長 職 に あ る と きは市 長 と して,市 長 職 か らはず れ て い る と き

は五 人 委 員 会 の メ ンバ ー と して,も っ と も大 きな政 治 的影 響 力 を行使 し続 け

た(51)。

で は,ベ ッセ ラー を 中心 とす る ウ ル ム市 当 局 は,シ ュマ ル カ ル デ ン同盟 の

延 長 と福 音 派教 義 問題 の合 意 に む けて,い か に取 り組 ん だ の だ ろ うか。

1)同 盟 延長 へ む けての市 当局 の取 り組 み

シ ュマ ル カル デ ン同盟 延長 に向 け ての ウル ム市 当局 の積 極 的 な取 り組 み は,

1534年 初 頭 か ら始 ま っ た。 これ は,シ ュ ヴ ァーベ ン同盟(52)の 解 体 と連 動 し

て い る。1534年2月 の シュ ヴ ァー ベ ン同盟 の解 体 に よ りウル ム は,世 俗 的 有

事 にお け る背 面 援護 を失 う こ と に な る。 そ の うえ シュ マ ル カル デ ン同 盟 も延

長不 可 能 に なれ ば,宗 教 的有 事 に際 して も,同 盟 か らの援 助 を期 待 す る こ と

はで きず,皇 帝 の脅威 に直 接対 時 しな けれ ば な らな い。

シ ュ ヴ ァー ベ ン同 盟 の解 体 を 目前 に控 え た1534年 初 頭 か ら,1537年 に 当初

の期 限切 れ を迎 え る シ ュマ ル カ ル デ ン同盟 の延 長 に む けて,ウ ル ム市 当局 は

政 策 を開始 す る。1534年1月19日 にア ウク ス ブ ル クで 開催 され る,シ ュマ ル

カル デ ン同盟 の西 南 ドイ ッ諸 都 市 の会 議 に際 し,市 当局 は,使 節 に対 し同盟

延 長 の交 渉 をお こ な う よ う指示 してい る(53)。

こ の後 ウ ル ム市 当局 は,西 南 ドイ ツ諸都 市 に よ る会 議 の承 認 の も と,シ ュ

トラ ー ス ブ ル ク市 当 局 と連携 しなが ら,ザ クセ ン選 帝侯 及 び も う0人 の福 音
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派 の 指 導 的諸 侯 で あ るヘ ッセ ン方伯 に対 し,同 盟 延 長 に む け て働 きか け る計

画 を進 め て ゆ く・1535年6月 に は,ウ ル ム と シ ュ トラ ー ス ブ ル ク の使 節 が ,

西 南 ドイ ツ福 音 派 都 市 の代 表 と して,2人 の 諸 侯 と の 交 渉 に 向 け て 出発 し

た(54)。 ウ ルム市 当局 に と って,シ ュマ ル カ ルデ ン同盟 の 延 長 は ,万 一 の有 事

に備 え て,是 非 と も実 現 させ な けれ ば な らな い重 要案 件 だ った の で あ る。 こ

の よ う な努力 の結 果,結 局12月 に 開催 され た 同盟 会 議 で 同 盟 の延 長 が確 約 さ

れ るの で あ る(55)。

2)教 義 問題 解 決 へ む けての 市 当局 の取 り組 み

シ ュマ ル カ ル デ ン同盟 の延 長 を脅 か して い た の は,前 述 の よ うに教 義 問 題

で あ っ た。 で は,ウ ル ム市 当局 は,教 義 問 題 の 解 決 に いか に取 り組 ん だ の で

あ ろ うか 。教 義 問 題 の 解 決 な く して 同 盟 の 延 長 は あ りえ な い。 した が っ て ,

同盟延 長 問題 と教 義 問題へ の取 り組 み は同 時 に進 行 して ゆ く。

ウル ム 市長 と五 人 委 員 会 は,1534年10月29日 に,ヘ ッセ ン方伯 に手 紙 を 出

し,同 盟 の 延 長 と新 都 市 の受 け入 れ,そ して教 義 問題 の解 決 にむ けて 交 渉 を

始 め た(56)。 さ らに12月8日,ベ ッセ ラ ー は シュ トラー ス ブ ル ク市 長 シ ュ ト

ル ム に,シ ュマ ル カ ル デ ン同盟 の延 長 の た め に,教 義 の合 意 が 緊急 に必 要 で

あ る 旨,書 き送 って い る(57)。

そ の 後12月26日 に カ ッセ ル で成 立 した合 意 は,1535年3月12日 の西南 ドイ

ツ諸都 市 の都 市 会 議 で承 認 され,今 後 各 都 市 の教 会 は,説 教 にお い て も教 義

にお い て もこの合 意 に従 う との確 認 が な され た(58>。 ウル ム も これ に 同意 し,

使 節 は この結 果 を市 参事 会 に報 告 して い る(59)。 そ の後 同盟 延 長 政 策 は さ らに

前 進 し,上 述 の よ うに1535年12月,シ ュマ ル カル デ ン同盟 会 議 で 同盟 の延 長

が 決 定 す る。残 るは一 致信 条 を成 立 させ る こ とであ る。

教 義 問題 の合 意 に 向 けて1536年5月 に西 南 ドイ ツ諸都 市 の神 学 者 が ヴ ィ ッテ

ンベ ル ク に 向か うが,ウ ル ム の使 節 は ブ レ ヒ トと市 参事 会 員 ナ イ トハ ル トで

あ る。2人 に対 して示 され た ウル ム 市 当局 の 指 針(60)は,教 義 問 題 の 「最 終

的 一一致 」 にむ け て 交 渉 す る こ と を命 ず る とい う もの であ る。 しか し,そ こ に
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は,次 の よ うな 条件 が 挙 げ られ て い た。 す な わ ち,こ の和 解 は 「こ と教 義 に

関 して は,(1530年 の)ア ウク ス ブ ル ク(の 帝国議会)で 皇 帝 に提 出 した信 仰 告

白の理 解 と意 味 に お い て,そ の 本 質 を維 持 せ よ」(括 弧内,筆 者)。 しか もこの

「信 仰 告 白」 とは,ウ ル ムの 「市 参 事 会 の キ リス ト教 的規 定 に則 っ た」 もの で

あ る とい う(61)。 こ こに あ る 「キ リス ト教 的 規 定」 とは,1531年8月 に公 布 さ

れ た ウ ル ム の 『教 会 規 定 』 の こ とで,教 義 に 関 して は 『十 八 の信 仰箇 条 』 が

そ の ま ま取 り込 まれ て い る(62)。 す な わ ち,こ の 和 解 は,『 十 八 の信 仰 箇 条 』

に則 した もの で な けれ ば な らな い,と い う こ とで あ る。 そ して 「も し聖 餐 に

つ い て和 解 が な され る と して も,使 節 は決 して この 点 を放 棄 して は な らな い」

と命 じてい る。

この指 針 は,教 義 的和 解 に 関 して,ウ ル ム が,カ ッセ ル で の ブ ッ ァー とメ

ラ ン ヒ トン合 意(1534年12月)よ りも従 来 の 『十 八 の信 仰 箇 条 』 の 立場 を優 先

して い る こ とを示 して い る とい え よ う。 ウ ル ム市 当局 は,カ ッセ ル の合 意 を

他 の 西 南 ドイ ツ諸 都 市 と と もに承 認 した はず で あ るが,こ の変 化 の 原 因 は ど

こ に求 め られ るで あ ろ うか 。 この 間 にお こ っ た変 化 は,シ ュマ ル カル デ ン同

盟 の延 長 決定 で あ る。 同盟 の 延 長 が決 定 され,有 事 の 際 の 同盟 に よる援 助 が

保 証 され た今,ウ ル ム市 当局 は,教 義 問 題 に 関 す る本 来 の 立 場 に も どっ た,

と見 な しえ よ う。

で は,ウ ル ム市 当局 は ヴ ィ ッテ ンベ ル クで 成 立 した 『-i致信 条 』 にい か な

る態 度 を示す の であ ろ うか 。

3)『 一 致信 条 』 に対 す る市 当局 の 立 場

ヴ ィ ッテ ンベ ル クか ら帰 る とブ レヒ トは,『0致 信 条 』反 対 の嵐 に襲 わ れ る。

市 民 の 大 半 は本 気 で反 対 し,市 参 事 会 の大 半 と五 人 委 員 会,と くにベ ッセ ラ

ー は怒 りを もっ て 不 満 を表 明 した(63)。 ブ レ ヒ トは,7月19日 に,ブ ラー ラ

ーへ の手 紙 で ,『 一 致 信 条 』 は,「 神 が 平和 を愛 す る教 会 の奉 仕 者 に よ って 決

定 させ た こ と」 で あ り,ブ ラー ラー に とっ て も 「気 に い る に違 い ない 」 と保

証 して い る。 一 方 で,「(ウ ルムの)多 くの 人 々 に とって,『 一致 信 条 』 が いか
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に認 しい(verdachtig)も の で あ るか,信 じられ な い ほ どで あ る」 と書 き送 っ

てい る(64>。

この 手 紙 で ブ レ ヒ トが 「優 柔 不 断 」 と非 難 した ウル ム市 参事 会 は,9月 に

な って も,同 意 の決 断 を示 さ ない ま まで あ っ た。 ブ レ ヒ トは,9月6日 に再

び ブ ラー ラー に宛 て て,市 当局 の 長 引 く熟 慮 にふ れつ つ,『 一 致信 条 』 へ の ブ

レ ヒ トの 変 わ らぬ確 信 を伝 えて い る(65)。 ウル ム市 参事 会 は,10月 の末 に な っ

て よ うや く,不 承 不 承 『一・致 信 条 』へ の 同 意 を表 明 した 。 これ は,同 意 を表

明 した11の 西 南 ドイ ツ諸 都 市 の 中 で,ビ ベ ラ ッハ とな らん で最 も遅 い決 断 で

あ った(66)。 ブ レ ヒ トは ル ター に対 し,積 極 的 な 同意 の文 書 を書 こ う と したが,

そ れ は市 参 事 会 に よ って妨 害 され,よ り控 え め な 同意 文書 が ウル ム聖 職 者 の

署名 つ きで ル ター に送付 され るの であ る(67)。

10月31日 付 けの この 文書 は,次 の よ うな一・文 を含 んで い る。 「主 に あ っ て,

我 々 は 以 下 の こ とを確 信 して い ます 。 わ れ われ が 受 け入 れ た0致 信 条 は,な

に よ り も聖書 と,福 音 派 諸 侯 の 『ア ウ クス ブル ク の信 仰 告 白』 と 『信 仰 告 白

の弁 明』 に,さ らに また我 々 の市 当 局 の教 会 規 定 に も適 っ た もので あ る ,と

い うこ とを(68)」。 これ は,市 参事 会 の意 図 に もとつ い て書 か れ た もの で,『 一

致 信 条 』 を,ウ ル ムの 教 会 規 定 を含 め た これ らの信 仰 告 白の 意 味 にお い て解

釈 し,同 意す る とい う もの で あ る。 す なわ ち,ウ ル ム は,『 一 致 信 条 』 や ル タ

ー 派 の信 仰 告 白 を認 め つ つ
,従 来 の ツ ヴ ィ ング リ派 の信 仰 告 白 に留 ま る とい

う意志 表 明 と解 釈 で きよ う。

これ に対 しル ター は,11月14日,ウ ル ム の市 参 事 会 に宛 て,ウ ル ムの 『一一

致信 条 』 受 諾 の意 志 を ザ ク セ ン選 帝侯 につ た え る 旨返 信 し,『 一 致信 条 』 が,

「誠 実 に かつ 根 本 的 に」 す べ て の と ころ で 承 認 され る こ とに期 待 を示 して い

る(69)。 長 期 にわ た っ た両派 の調停 交 渉 は,同 盟延 長 の 決議 と この 『一 致信 条 』

の成 立 ・承 認 を経 て,ド イ ツ福 音 派 に,す くな くと も表 面 的 に,一 つ の信 仰

共 同体 を もた ら した こ とにな るの で あ る。
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おわりに

宗教 改 革 後 の ウ ル ム の宗 派 的 変遷 を考 察 す る際,ブ レ ヒ トは しば しば,ウ

ルム を ツ ヴ ィ ング リ派 か らル ター 派へ 方 向転 換 させ た 人物 と して み な され て

い る(70)。 しか し,本 稿 の考 察 か ら,ブ レヒ トが ウル ム着任 当初 か らザ ム と同

じツ ヴ ィ ング リ派 の 立 場 にあ り,そ の 後 の教 義 問題 との取 り組 み の過 程 で も,

ブ ツ ァー に代 表 され る西 南 ドイ ッ諸 都 市 の,宗 派 的 範 躊 か ら一 歩 もで る もの

で は なか っ た こ とが 明 らか に な った。

しか も 『一 致信 条 』 は,ウ ル ム の信 仰 告 白 『十 八 の 信 仰 箇 条 』 の立 場 を維

持 しな が ら,可 能 な 範 囲 で ル タ ー 派 に譲 歩 した にす ぎず,そ れ が 基 本 的 に

『十 八 の信 仰 箇 条 』 に立 脚 して い る限 りにお い て,こ の時 期 の ウル ムは,ま だ

ル ター派化 され て はい なか った と言 え る。

こ こ で特 筆 す べ きな の は,『 一 致 信 条 』 が 成 立 した1536年 に,ウ ル ム で,

1528年 初 版 の ザ ムの カ テ キズ ム第 二 版 が 出版 され た こ とで あ る。 この 中 の 聖

餐 の教 義 は,ツ ヴ ィ ング リ的解 釈 に沿 った もの で あ る(71)。 この 出版 が 誰 の 意

志 に よ る もの で あ る か は 明 らか に され て い ない が,出 版 の事 実 自体,当 時 の

ウル ムの 宗派 的 立場 を示 す もの であ ろ う。

ブ レ ヒ トは ブ ッ ァー と共 に 『一 致 信 条 』 の成 立 に 向 け て尽 力 して お り,そ

の 過 程 で又,ス イ ス の ツ ヴ ィ ング リ派 を 『一 致 信 条 』 に引 き入 れ る努 力 も行

って い た 。 この 努力 は 『一 致 信 条 』 成 立 後 の1538年 まで続 い て い る。1538年

4月 に チ ュ ー リ ヒで ス イス諸 都 市 の説 教 者 の会 議 が 開 か れ,そ こ で ブ ツ ァー

は ス イス 福 音 派 の 理 解 を得 るべ く,自 ら 『一 致 信 条 』 の説 明 を行 っ て い る 。

こ こで もブ ツ ァー は,聖 餐 にお け る キ リス トの か らだ はあ くまで 「天 的 な も

の」 で,こ の世 の もの で あ るパ ン とは 区別 され る こ とを力 説 す る。 聖 餐 に お

け る 「キ リス トの か らだ」は空 間 的 な実体 と理解 され て は い ない の で あ る(72)。

こ こに はなお ッ ヴ ィ ング リの聖 餐 理解 が維 持 されて い る。

ブ ツ ァー は この 会 議 の後,会 議 の報 告 書 を添 え て ブ レヒ トに手 紙 を書 い て

い る。 ス イス側 か らの あ る程 度 の理 解 を得 つ つ も,不 首 尾 に お わ っ た会 議 の
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結 果 をブ ツ ァー は ブ レ ヒ トに報 告 し,そ れ で もなお,特 に 『一 致 信 条 』 に疑

念 を もっ て い るチ ュー リヒが,今 後 い くらか で も 『0致 信 条 』 に近 づ くこ と

を期 待 す る と記 して い る(73)。 ブ レヒ トは,ブ ツ ァー に とって,最 も近 い 同志

の 一人 だ った ので あ る。

この よ うな ブ ツ ァー,ブ レヒ ト等 の 努力 も空 し く,ス イ ス ・ツ ヴ ィ ング リ

派 諸 都 市 は,1538年 秋,以 後 『一 致 信 条 』 承 認、に 向 け て の検 討 を打 ち切 る事

で合 意 に達 した(74)。 ここ に,ド イ ツ とス イ ス の福 音 派 は,明 確 に挟 を分 か つ

事 に な っ た の で あ る。 この事 実 は,西 南 ドイ ツ福 音 派 諸都 市 の 今 後 の 宗 派 的

動 向 にす くな か らぬ影 響 を与 え る事 に な っ た。 す な わ ち ス イス の 「同 僚 」 を

失 った 西 南 ドイ ツ諸 都 市 が,ル ター 派 に一・層 接 近 す る こ とは避 け られ ない 運

命 に な った ので ある。

と ころ で ウル ムの 市 当局 と聖 職 者 の対 立 は,ナ ウ ヨー ク スが 夙 に指 摘 して

い る よ うに,宗 教 改 革 実 施 直 後 か ら ウル ムの構 造 的 な特徴 で あ っ た(75)。 『一

致信 条』 成 立 の過 程 にお い て も,同 様 の構 造 が垣 間見 られ た 。

ブ レ ヒ トは,教 義 問題 に関 す る ル ター 派 との交 渉 に つ い て ブ ラー ラ ー に意

見 を求 め た1533年2月 の手 紙 の 中 で,ウ ル ム市 当局 の 中心 人 物 の一 人 で あ る

ベ ッセ ラー につ い て,「 困難 な こ とや,為 さね ば な らな い教 会 の仕 事 にお い て

は,異 常 なほ どの遅延 者 」 で あ る,と 苦 情 を漏 ら してい る(76)。 これ は その ま

ま,1536年7月 の,同 様 に フ レ・ヒ トか らブ ラー ラーへ の手 紙 にあ る市 参 事 会

に対 す る 「優 柔 不 断(77)」 との批 判 に通 ず る もので あ る。積 極 的 に教 義 問 題 の

解 決 に む けて粉 骨 す る聖 職 者 に対 して,最 終 的 にそ れ に ブ レー キ をか け る役

回 りを演 じた のが ベ ッセ ラー に代 表 され る市 当局 で あ った 。 『一 致 信 条 』承 認

の 手 続 き に,他 の西 南 ドイ ツ諸 都 市 に比 べ,ウ ル ム が 際 立 っ て手 間取 っ た こ

とか らみ て,世 俗 権 力 と聖 職者 の対 立 とい う構 図 は,福 音 派都 市 一 般 に共 通

して み られ る現 象 で はなか った で あ ろ う と,推 測 で きる。

ベ ッセ ラー は,『 一 致 信 条 』 が成 立 した2年 後 の1538年6月 に,ヘ ッセ ン方

伯 に手紙 を出 して い るが,そ の中 で,「 ヴ ィ ッテ ンベ ル ク で起 草 され た箇 条 は,
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決 して私の気 に入 るもので はなかった」 と記 してい る(78)。ブ ツァーとブレヒ

トの譲歩 は,厳 密 な神 学的解 釈 には関心 の薄 いベ ッセ ラー に も,ツ ヴ ィング

リ派 が大 半 を占め る市参事会 の大勢 に も,過 度な譲歩 に映 った ので ある。 そ

れは ウルム市 民の反応 をみ て も明 らかであ る。それ にもかか わ らず,市 参事

会 が 『一致信 条』 の受 け入 れを認 めたのは,外 交的配慮 に よる ものであった

とい えよ う。西南 ドイツ諸都 市 と教 義問題 の和解 を推進 して きた ウルム とし

て は,対 外的 には同意せ ざる を得 なか ったので あ り,ま た,シ ュヴ ァーベ ン

同盟 なき今,「 ル ター派 同盟」であ るシュマ ルカルデ ン同盟 に とどまるための

政治 的判断 で もあ った。 この こ とは,市 当局が市 内 に対 しては 『一 致信条 』

の公表 をで きるだけ控 えた ことか らも,明 らかである(79)。

福音 主義 に基づ く新 しい教会 と国家 を形 成す るにあた り,ひ とつの要 とな

る教 義の問題で,聖 職者 と市 当局 の問 には明 らか に対立が存在 した。 聖職者

は,ド イツの 国境 をこえた教会の統 一 を視野 に入れて教義 の統0を 押 し進め,

市当局 は市内の統一 と安定 を第一 として,教 義の統 一に逡巡 を示 した(80)。結

局 ウルムは 『一致信 条』 を受 け入 れるが,こ れ もまた市 当局の決断 に よる も

のであった。 ブ レヒ トはこれ を 「政治家 の驚 くべ き神 学問題へ の干渉」 と評

してい るが(81),こ れはッヴィング リ派都市 の 「キ リス ト教的統 治権力」であ

る との 自己理解 に立 てば,当 然 の対応 であった といえよう。

1536年 の6月 にヴ ィッテ ンベ ル クに神学者 が集 まった際,世 俗 の統 治権力

につ いて も議論 され た。 ここで は,政 治 的色彩 を帯 びた福 音 主義 に よって,

西南 ドイツにお け る新 しい福音 派教 会が世俗 当局 に従属す る とい う憂 慮すべ

き状況 となってい ることが,話 題 にのぼった。 ここでル ター は,世 俗 当局が

教 会 を統 治す る ことは,そ の分 を超 えた事 であ り,「聖職者が教 会 を統治すべ

きであ る」 と言ってい る(82)。

『一致信条』成立後,ウ ルムはル ター派へ の転換 に向か って,ど の ような道

をた どってゆ くので あろ うか。 そ してそれに と もなって,教 会 と世俗 当局 の

関係 はいか なる変容 を示す のであろ うか。 こう した問題 は,今 後の課題 と し

たい。
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